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被
災
宅
地
復
旧
補
助
金
の
申
請
が
お
済
み
で

な
い
人
は
届
け
出
を

■
受
付
期
限

　
２
月
28
日
㈮　
※
㈯
㈰
㈷
を
除
く

※
被
災
宅
地
の
復
旧
を
予
定
し
て
い
る
人

は
、
必
ず
事
前
届
出
が
必
要
で
す
。

■
対
象
宅
地

　
平
成
28
年
熊
本
地
震
発
生
時
に
住
宅
の

用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地（
民
間
企
業
や

団
体
な
ど
の
社
宅
や
寮
は
除
く
）

■
対
象
工
事（
調
査
・
設
計
を
含
む
）　

　
宅
地
被
害
に
対
し
て
原
形
に
復
旧
す
る

町
で
は
、
平
成
28
年
熊
本
地
震
で
被
害
を
受
け
た
宅
地
の
復
旧
費
用
の
一
部
を
補
助
し

て
い
ま
す
。
被
災
宅
地
の
復
旧
を
予
定
し
て
い
る
人
で
ま
だ
申
請
が
済
ん
で
い
な
い
人

は
、
今
月
中
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。
届
け
出
が
な
い
も
の
は
、
今
年
度
以
降
、
補
助

金
の
交
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
と
を
基
本
と
し
た
次
に
掲
げ
る
工
事

（
構
造
基
準
を
満
た
す
も
の
へ
の
変
更
を

含
む
）

◦
宅
地
の
り
面
の
復
旧
工
事

　
（
旧
擁
壁
の
撤
去
お
よ
び
擁
壁
に
関
す

る
排
水
施
設
設
置
工
事
を
含
む
）

◦
宅
地
擁
壁
の
復
旧
・
補
修
工
事

　
（
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
フ
ェ
ン
ス
は
対
象
外
）

◦
宅
地
の
亀
裂
・
ひ
び
割
れ
・
陥
没
の
復

旧
工
事

◦
住
宅
基
礎
の
傾
斜
修
復
工
事

　
（
家
屋
の
修
理
な
ど
は
対
象
外
）

※
工
事
費
が
50
万
円
に
満
た
な
い
も
の
や
、

他
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
も
の
な

ど
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

■
補
助
金
額

　
補
助
対
象
経
費
か
ら
50
万
円
を
控
除
し

た
金
額
の
３
分
の
２
以
内

　
（
上
限
６
３
３
万
円
）

例
）（
工
事
費
３
５
０
万
円-

50
万
円
）

×
２
／
３
＝
補
助
金
額
２
０
０
万
円

   

　平成29年２月20日から、一部損壊で被災当時居住し
ていた家屋の修理費用を10万円以上負担された世帯に
対し、義援金を支給しています。受付期間は３月末まで
です。修理がお済みの世帯は、早めの申請をお願いしま
す。

■申請期限　３月31日㈫
■対象世帯
　以下の全てを満たす世帯
◦住家が一部損壊のり災証明の交付を受けた世帯
◦被災日に被災した住家に居住していた世帯
◦被災した住家の修理費用が10万円以上の世帯
■申請場所　福祉課
■必要なもの

り災証明書、領収書、修理内容が分かる書類、通帳写
し、本人確認書類、印鑑

■問い合わせ　
　福祉課　地域福祉係
　☎（232）4913

一部損壊世帯に対する義援金
の支給申請はお済みですか

   

　平成28年熊本地震で大きな被害を受けた世帯を対象
とした、被災者生活再建支援金（加算支援金）の申請期限
は、５月13日㈬までです。
　申請期限を過ぎると受付ができませんので、まだ申請
が済んでいない人は、期限内に申請をお願いします。

■申請期限　５月13日㈬
■対象世帯
　基礎支援金を受給している世帯
■申請場所　福祉課
■必要なもの

再建した自宅の契約書、あるいは民間賃貸借住宅の入
居契約書（※公営住宅入居は対象外）

■問い合わせ　
　福祉課　地域福祉係
　☎（232）4913

被災者生活再建支援金（加算支
援金）の申請はお済みですか
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
も
っ
と
便
利
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
り
ま
せ
ん
か

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
は

　

写
真
付
き
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
が
入
っ
た

カ
ー
ド
で
す
。
カ
ー
ド
の
表
面
に
は
、
氏

名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
、
顔
写
真

が
表
示
さ
れ
、
裏
面
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
方
法

◦
郵
便
に
よ
る
申
請

通
知
カ
ー
ド
と
一
体
で
送
ら
れ
て
い
る

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
の
内
容

を
確
認
し
、
署
名
・
押
印
の
上
、
顔
写

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得　
　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
普
及
促
進
の
た

め
、
取
得
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
実
施
期
間

　
２
月
17
日
㈪
～
20
日
㈭

■
場
所

　
光
の
森
町
民
セ
ン
タ
ー

■
受
付
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

２
月
３
日
か
ら
証
明
書
の

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
が

始
ま
り
ま
す

　
利
用
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

事
前
に
登
録
し
た
暗
証
番
号（
４
桁
）が
必

要
で
す
。

■
発
行
で
き
る
証
明
書

◦
住
民
票
の
写
し

◦
印
鑑
登
録
証
明
書（
事
前
に
印
鑑
登
録

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

◦
所
得
証
明
書
、
課
税
証
明
書
、
所
得
課

税
証
明
書（
最
新
年
度
分
本
人
の
み
）

◦
戸
籍
全
部
事
項
証
明
、
個
人
事
項
証
明

書（
戸
籍
謄
本
、
抄
本
）

◦
戸
籍
の
附
票

※
戸
籍
の
証
明
書
は
本
籍
地
が
菊
陽
町
で
、

菊
陽
町
に
住
民
登
録
が
無
い
人
は
、
事

前
に
利
用
登
録
が
必
要
で
す
。

■
利
用
で
き
る
時
間

　
午
前
６
時
30
分
～
午
後
11
時

（
12
月
29
日
～
１
月
３
日
の
年
末
年
始
、

保
守
点
検
日
を
除
く
）

※
戸
籍
の
証
明
書
は
平
日
の
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分

■
利
用
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
な
ど

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
イ
オ
ン
九
州
、
マ
ッ

ク
ス
バ
リ
ュ
九
州

※
コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
対
応
し
た
機
種
を
置

い
て
い
る
店
舗
に
限
り
ま
す
。

申請方法 顔写真を持参 顔写真撮影サービスを利用
所要時間 ５分～10分程度 30分程度

持参物

❶身分証
　（写真付きは１点、写真なしは２点（公的機関の証明に限る））
❷個人番号カード交付申請書
　（通知カードと一体で送られているもの）
　※お持ちでない場合も受け付けできます

出来栄え 顔写真が鮮明 顔写真が不鮮明に
なることがあります

完成日数 １カ月～２カ月

受け取り 菊陽町役場での受け取り、または本人限定受取郵便で自宅受け取り

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
本
人
確
認
が
で
き
る

公
的
な
身
分
証
と
し
て
使
え
ま
す
。
初
回
は
無
料
で
発
行
で
き
ま
す
。
ま
た
、
２
月
３

日
か
ら
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
証
明
書
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

真
を
貼
付
し
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

封
筒
は
役
場
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
で
き
ま
す
。

◦
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
パ
ソ
コ
ン
で
申
請

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読
み
取
る
な
ど
で
申
請
用
Ｗ

Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
登
録
。
Ｕ
Ｒ
Ｌ
が
届
い
た

ら
、
顔
写
真
を
登
録
し
、
指
定
さ
れ
た

事
項
を
入
力
し
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。【表面】 【裏面】

■申請の詳細

■個人番号カード交付申請書
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